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【手続補正書】
【提出日】平成30年2月20日(2018.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メタケイ酸アルミン酸マグネシウムの微小超軽量顆粒及びシリカ担体からなる群より選
択される不活性基材に吸着されたω－３多価不飽和脂肪酸（ｎ－３　ＰＵＦＡ）及びレス
ベラトロールを含む固体組成物であって、２５℃で６か月後のｎ－３　ＰＵＦＡの残存率
が少なくとも９６重量％である固体組成物。
【請求項２】
　３０℃で３か月後のｎ－３　ＰＵＦＡの残存率が、少なくとも９５重量％であることを
特徴とする請求項１記載の組成物。
【請求項３】
　４０℃で３か月後のｎ－３　ＰＵＦＡの残存率が、少なくとも９０重量％であることを
特徴とする請求項１又は２記載の組成物。
【請求項４】
　ω－３多価不飽和脂肪酸（ｎ－３　ＰＵＦＡ）が、エイコサペンタエン酸（ＥＰＡ）、
ドコサヘキサエン酸（ＤＨＡ）又はその混合物からなる群より選択されることを特徴とす
る請求項１～３のいずれかに記載の組成物。
【請求項５】
　エイコサペンタエン酸とドコサヘキサエン酸との比（ＥＰＡ／ＤＨＡ）が０．５～２で
あることを特徴とする請求項４記載の組成物。
【請求項６】
　ω－３多価不飽和脂肪酸（ｎ－３　ＰＵＦＡ）の量が、０．５～１．０ｇである請求項
１～５のいずれかに記載の組成物。
【請求項７】
　ω－３多価不飽和脂肪酸（ｎ－３　ＰＵＦＡ）の量が、０．８～０．９ｇである請求項
１～６のいずれかに記載の組成物。
【請求項８】
　ω－３多価不飽和脂肪酸（ｎ－３　ＰＵＦＡ）の量が、０．９ｇである請求項１～７の
いずれかに記載の組成物。
【請求項９】
　ω－３多価不飽和脂肪酸（ｎ－３　ＰＵＦＡ）が、ＥＰＡ及びＤＨＡの含有量が脂肪酸
総重量に対して７５重量％～９５重量％である脂肪酸の混合物であり、かつｎ－３　ＰＵ
ＦＡの総含有量が、脂肪酸総重量に対して少なくとも９０重量％であることを特徴とする
請求項１～８のいずれかに記載の組成物。
【請求項１０】
　ω－３多価不飽和脂肪酸（ｎ－３　ＰＵＦＡ）が、ＥＰＡ及びＤＨＡの含有量が脂肪酸
総重量に対して少なくとも８５重量％である脂肪酸の混合物であり、かつｎ－３　ＰＵＦ
Ａの総含有量が、脂肪酸総重量に対して少なくとも９０重量％であることを特徴とする請
求項１～９のいずれかに記載の組成物。
【請求項１１】
　ω－３多価不飽和脂肪酸（ｎ－３　ＰＵＦＡ）が、ＥＰＡエチルエステル及びＤＨＡエ
チルエステルを０．９～１．５の比で含む混合物であり、脂肪酸総重量に対して、ＥＰＡ
エチルエステルの含有量が４０～５１重量％であり、かつＤＨＡエチルエステルの含有量
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が３４～４５重量％である請求項１～１０のいずれかに記載の組成物。
【請求項１２】
　ω－３多価不飽和脂肪酸（ｎ－３　ＰＵＦＡ）のアルキルエステルが、エチルエステル
、メチルエステル、プロピルエステル又はその混合物からなる群より選択されることを特
徴とする請求項１～１１のいずれかに記載の組成物。
【請求項１３】
　ω－３多価不飽和脂肪酸（ｎ－３　ＰＵＦＡ）とレスベラトロールとの比が、０．０１
～０．１である、請求項１～１２のいずれかに記載の組成物。
【請求項１４】
　ω－３多価不飽和脂肪酸（ｎ－３　ＰＵＦＡ）とレスベラトロールとの比が、０．０２
である、請求項１～１３のいずれかに記載の組成物。
【請求項１５】
　不活性基材が、Ｎｅｕｓｉｌｉｎ（登録商標）Ｕ．Ｓ．－２である請求項１～１４のい
ずれかに記載の組成物。
【請求項１６】
　ダイエタリーサプリメント又は経口投与用薬剤の形態である請求項１～１５のいずれか
に記載の組成物。
【請求項１７】
　さらに、１若しくは複数のビタミン、１若しくは複数のミネラル、１若しくは複数の補
酵素、１若しくは複数の抗酸化剤及び／又は１若しくは複数の植物抽出物、並びに／又は
少なくとも１つの薬学的に許容可能なベヒクル若しくは賦形剤を含む請求項１～１６のい
ずれかに記載の組成物。
【請求項１８】
　経口投与のために、腸溶性コーティング剤を必要に応じて含む軟ゼラチンカプセルによ
ってカプセル化されることを特徴とする請求項１～１７のいずれかに記載の組成物。
【請求項１９】
　脂質代謝障害及び血小板凝集の増大に起因する心臓血管疾患；アテローム性動脈硬化症
、癌、炎症性関節疾患、喘息、糖尿病、老人性認知症及び変性眼疾患からなる群より選択
されるフリーラジカルに起因する損傷；並びに／又はウイルス性疾患の予防又は治療に使
用するための請求項１～１８のいずれかに記載の組成物。
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